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●「注文を受けた健康食品を送る」などと電話があり、申し込んでいないと断った
ら、後日損害賠償請求書が郵送されてきたという相談が寄せられています。

●事前の連絡もなく、突然損害賠償請求書が送付されてきたケースや、覚えのな
い健康食品が送られてきたため受け取り拒否をしたところ、後日損害賠償請
求書が送付されてきたケースなどもあります。

●書類に「法的手段を取る」などと不安をあおるような脅し文句が書いてあって
も、利用した覚えのない請求は支払わないで無視しましょう。決して相手に連
絡してはいけません。

●不安なときは、支払いをする前にお住まいの自治体の消費生活センター等に
ご相談ください。
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健康食品は注文していないのに
損害賠償請求書！？

ひとこと助言 
センターに
相談して

突然知らない業者から「ご注文頂いた健康食品

を送ります」と電話があったので、「健康食品を利

用する習慣はない。頼んでいないので送らない

でください」と

言って電話

を切った。

後日差出人のない封書が届き、

「健康食品の注文の確認をした

が、頼んでいないなどと発送前

日にキャンセルされ損害金が

発生した。期間内に３千円支
払わなければ法的手段に訴え

る」と書いてあった。注文して

いないのに損害賠償請求さ

れる覚えはない。どうしたらよ

いか。（７０歳代　女性）


